
                                               令和４年 11月 

お 客 様 各 位  

                                                         山梨信用金庫 

 

「電子交換所」設立に伴う手形・小切手のお手続きについて 

 

平素より山梨信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

令和 4 年 11 月４日から電子データで手形・小切手の交換を行う「電子交換所」が開始とな

ります。これに伴い全国各地の手形交換所は廃止され手形・小切手の交換業務はイメージデー

タで交換を行う取扱いに変更されます。 

お客様のお手続き方法に変更はございません。また、すでにお持ちの手形・小切手について

も引き続きご利用頂けますが、以下の点についてご留意いただきますようお願いいたします。 

 

1.新様式の手形・小切手用紙の発行開始 

令和 4 年 11 月の発行分から、QR コード付きの新様式となります。 

 

 2.手形・小切手用紙への記入に関する留意事項 

①金額欄には、複記しないでください。 

②黒塗り部分には、文字等を記載しないでください。 

   ③記名やなつ印や金額、その他の記載は QR コード欄に重ならないようにご注意ください。 

   ④銀行渡り印等は、左上の小切手番号、金額欄に重ならないようにご注意ください。 

 

          
 

     



３.金額のご記入方法 

   ①アラビア数字（算用数字、1，2，3・・）でご記入いただく場合には、チェックライターをご使用ください。 

    金額の頭には「￥」を、その終わりには「※」、「★」の終止符号を印字する他、３桁ごとに「，」（カンマ）を 

    印字して下さい。 

   ②漢数字でご記入の」場合は、文字の間をつめ、下表の漢数字のみを楷書で丁寧に記入して下さい。 

    金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください 

     
     

４.訂正方法・その他 

  ・金額を誤記された場合は、訂正せずに、新しい手形・小切手用紙を使用して下さい。 

  ・金額以外の記入事項を訂正される場合は、訂正箇所にお届け印をなつ印して下さい。 

  ・訂正の記入やなつ印を、金額欄、銀行名、QRコード欄に重ねないで下さい。 

  ・支払い期日や振出日は和暦にて記入して下さい。 

  ・チェックライター等をご利用で、インクが不十分な場合は、イメージデータの金額が読取できない場合がご 

ざいますのでインクの濃さの確認をお願いいたします。 

    ・署名鑑や届出印は所定の箇所に鮮明に押印して下さい。また、経年劣化等により、磨滅や破損により、 

     鮮明に押印出来ない場合は、作り直すなどして変更届の届出をして下さい。 

    ・署名鑑や届出印は、ゴミ等がつきやすいので、定期的に汚れを取り除いて下さい。 

     ・金額等の必要事項の読取が出来ない場合、決済せずにそのまま取立依頼人にご返却させていただく               

   こともございますので、あらかじめご了承願います。 

 

５.手形・小切手の電子的な決済手段への移行をご検討下さい。 

  金融界では、政府で閣議決定された約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化に向けて、政府・産 

 業会と連携しながら２０２６年度までに手形・小切手の全面的な電子化を目指します。 

  当金庫では、「インターネットバンキング」「でんさいネット」のサービスを用意しております。導入していただく 

 ことで、お客様のペーパーレスや事務負担の軽減にもつながりますので、ご検討いただきますようお願い申し 

 上げます 

 

                                                               以 上 

                                                            

ご不明な点がございましたら、お取引店の窓口までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

漢数字 壹 壱 弌 弐 弍 貳 貮 参 參 四 泗 肆 五 伍 六 陸 七 漆 質 八 捌 九 玖 拾 什

百 陌 佰 千 仠 阡 万 萬

〈その他〉金、円、圓（円の異体字）、億
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